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○丸森町住民集会施設整備事業費補助金交付要綱

平成４年１月24日

告示第４号

（趣旨）

第１条 町は、地域住民相互の共同意識の高揚を図り自主的な地域活動を助長する

ため、地域における住民集会施設の整備を行う住民組織に対し、予算の範囲内に

おいて丸森町住民集会施設整備事業費補助金を交付するものとし、その交付に関

しては、丸森町補助金等交付規則（平成11年丸森町規則第８号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助事業）

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次のとお

りとする。

(１) 地域における住民の集会施設の整備であって、他の補助金等の交付対象と

ならない事業

(２) 補助事業は、原則として１行政区１か所とする。

（補助対象経費及び補助金額）

第３条 補助事業の補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

(１) 補助対象経費は、集会施設の建設費（内部設備費を含む。）及び修繕費と

し、１事業当たり30万円以上のものを対象とする。

(２) 補助金額は、補助対象事業費の２分の１に相当する額（その額に1,000円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、新築の場合は200万円、

増改築及び修繕の場合は100万円を限度とする。

（補助金交付の申請）

第４条 住民組織が補助金の交付を受けようとするときは、住民集会施設整備事業

補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。

（補助金交付の決定）

第５条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金

の交付が適当と認められる住民組織に対し別に定める交付決定通知書を交付する。

（事業計画の変更）

第６条 住民組織は、補助金交付の決定を受けた後において、やむを得ない理由に

より事業を変更しようとするときは、住民集会施設整備事業計画変更承認申請書

（様式第２号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

（実績報告）

第７条 補助金の交付を受けた住民組織は、補助事業が完了したときは、速やかに

住民集会施設整備事業実績報告書（様式第３号）を町長に提出しなければならな

い。

（帳簿の備付け）

第８条 補助金の交付を受けた住民組織は、当該補助事業に係る収入及び支出を明
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らかにした帳簿及び書類を、補助事業終了年度の翌年度から３年間保存しなけれ

ばならない。

（報告及び検査）

第９条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を交付した住民組織に対し事

業の報告を求め、又は関係書類若しくは事業の実施状況を検査するものとする。

（交付決定の取消し及び補助金の返還）

第10条 町長は、補助金交付の決定を受けた住民組織が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若し

くは一部の返還を命じるものとする。

(１) この要綱又は補助金交付決定の条件に違反したとき。

(２) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(３) 補助金を補助金交付の目的以外に使用したとき。

（その他）

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施、運営上必要な事項は、別に定

める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成３年度分の補助金から適用する。

附 則（平成６年７月13日告示第41号）

この告示は、平成６年度分の補助金から適用する。

附 則（平成６年７月22日告示第43号）

この告示は、７月22日から施行し、平成６年度分の補助金から適用する。

附 則（平成10年３月23日告示第７号）

この告示は、平成10年４月１日から施行する。

附 則（平成14年３月25日告示第13号）

この告示は、平成14年４月１日から施行する。

附 則（平成24年３月27日告示第23号）

この告示は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（平成26年５月９日告示第29号）

この告示は、平成26年４月１日から適用する。

附 則（令和４年３月30日告示第52号）

この告示は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和７年３月31日告示第57号）

この告示は、令和７年４月１日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）

様式第２号（第６条関係）

様式第３号（第７条関係）


